
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者

数

有望アスリート海外強化支援
委託事業の契約について

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.5
公益財団法人全日本柔道連
盟
東京都文京区春日1-16-30

3010005018471

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
これまで一連の取り組みを実施し
てきた中央競技団体でなければ、
効果的な成果を得ることが出来な
いため

25,000,000 25,000,000 － 0 公財 国所管 1 概算契約

国立スポーツ科学センター
1階事務室床復旧作業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.5
営繕工事株式会社
東京都板橋区栄町３０番１
５号

5011401000839

【会計規則第18条第4項:緊急の必
要により競争に付することができ
ない場合】
運営部等事務所が水漏れによって
全面水浸しとなり、通常業務に大
きな支障が生じ、早急な復旧作業
が必要であるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

4,395,600 － 0 － － －

新国立競技場の運営管理に係
る民間事業化に向けたアドバ
イザリー業務の委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.8
有限責任あずさ監査法人
東京都千代田区大手町1-9-
7

3011105000996

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
企画競争を実施し、選定された優
先交渉権者と契約締結するため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

74,844,000 － 0 － － －

【次期システム】移行に係る
作業一式（要件定義）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.8
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
本システムの初期構築事業者以外
の者が、本システムに関する仕様
詳細やシステム上の制約事項を漏
れなく適切に抽出することは、事
実上不可能であることから、競争
性が認められないため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

11,208,132 － 0 － － －

「有望アスリート海外強化支
援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.13
公益財団法人日本陸上競技
連盟
東京都新宿区西新宿2-7-1

5011005003503

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
これまで一連の取り組みを実施し
てきた中央競技団体でなければ、
効果的な成果を得ることが出来な
いため

3,000,000 3,000,000 100.0% 0 公財 国所管 1 概算契約

「次世代ターゲットスポーツ
の育成支援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.13
公益財団法人日本陸上競技
連盟
東京都新宿区西新宿2-7-1

5011005003503

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
これまで一連の取り組みを実施し
てきた中央競技団体でなければ、
効果的な成果を得ることが出来な
いため

38,000,000 38,000,000 100.0% 0 公財 国所管 1 概算契約

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.13
北海道
北海道札幌市中央区北3条
西6丁目

7000020010006

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
公募で選定された者との契約であ
るため。

25,000,000 24,999,432 100.0% 0 － － － 概算契約

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.13
東北ブロックTID研究会
山形県山形市松山2-11-30

－

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
公募で選定された者との契約であ
るため。

25,000,000 25,000,000 100.0% 0 － － － 概算契約

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）

契約の相手方の
法人番号

契約金額
（単位：円）

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規程等の根拠規程及
び理由

予定価格
（単位：円）

落札率
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の区
分

国所管、
都道府県
所管の区

分

応札・
応募者
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法人番号

契約金額
（単位：円）
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職の
役員
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備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

随意契約によることとした業務方
法書又は会計規程等の根拠規程及
び理由

予定価格
（単位：円）

落札率

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.13
高知県
高知県高知市丸ノ内1-7-52

5000020390003

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
公募で選定された者との契約であ
るため。

25,000,000 21,441,937 85.8% 0 － － － 概算契約

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.13

九州タレント発掘・育成コ
ンソーシアム
福岡県福岡市博多区東公園
7-7

－

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
公募で選定された者との契約であ
るため。

25,000,000 24,999,576 100.0% 0 － － － 概算契約

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.13

公益社団法人日本フェンシ
ング協会
東京都渋谷区神南1-1-1岸
記念体育会館

4011005000146

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
公募で選定された者との契約であ
るため。

25,000,000 10,000,000 40.0% 0 公社 国所管 7 概算契約

平成30年度「体育の日」協賛
金獲得業務の委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.15

株式会社アサツーディ・ケ
イ
東京都港区虎ノ門一丁目23
番１号

3010001035099

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
本件は、価格競争ではなく、獲得
協賛金に対する業務委託金額の割
合の上限を設定した上での企画競
争で選定された業者と契約を行う
方法であるため。

2,088,000 1,392,000 66.7% 0 － － － 概算契約

基幹システムのセキュリティ
運用作業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.19

株式会社富士通マーケティ
ング公共営業本部官庁第一
統括営業部
東京都港区港南2-15-3

5010001006767

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現行の契約相手方以外が履行した
場合、障害・問題が発生したとき
の責任及び瑕疵範囲が不明確にな
り、修正の請求が行えなく恐れが
あるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

19,941,120 － 0 － － －

toto販売・払戻システム改善
対応(PCI DSS認証取得のため
の公式モバイルサイト廃止対
応)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.19
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

6,357,085 － 0 － － －

toto販売・払戻システム改善
対応(PCIDSS認証取得のため
の強力な通信暗号（TLS1.2）
化対応)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.25
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

6,669,248 － 0 － － －

味の素ナショナルトレーニン
グセンター体操練習場競技備
品一式の購入・設置

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.27
株式会社イーグル
東京都中央区新川2-12-13
松下ビル5階

1010001157440

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
タイシャン社製の競技備品を日本
国内で取り扱っているのは、日本
の総代理店である株式会社イーグ
ルのみであり、排他的な販売権を
持っているため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

7,992,000 － 0 － － －
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結した日
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落札率

「アスリートパスウェイの戦
略的支援」委託事業

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.27

一般社団法人日本身体障が
い者水泳連盟
兵庫県神戸市中央区八幡通
4-1-15成樹ビル303

8140005021227

【会計規則第18条第4項:契約の性
質又は目的が競争を許さない場
合】
公募で選定された者との契約であ
るため。

25,000,000 15,000,000 60.0% 0 － － － 概算契約

toto販売・払戻システム改善
対応（PCIDSS認証取得のため
の決済情報の管理強化）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.28
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現に契約履行中のシステム運用保
守業務の契約相手方以外が履行し
た場合、障害発生時の問題箇所特
定が困難になる等、著しく不利な
契約となる虞があるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

6,629,277 － 0 － － －

toto販売払戻システムの再
リース(平成30年7月～9月)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　大東　和美
東京都港区北青山2-8-35

H30.6.29
日本ユニシス株式会社
東京都江東区豊洲1-1-1

2010601029542

【会計規則第18条第4項:競争に付
することが不利と認められる場
合】
現在のtoto販売払戻システムを延
長して利用することになったた
め、再リース契約を締結する。再
リースは、リース期間満了後のた
め単価が大幅に下がるメリットが
あるため。

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

13,515,240 － 0 － － －

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


